
公 示 第 １ 号 
平成１７年２月１７日 
公 示 第 ６ 号 
令和８年４月２７日 

 
 

中部国際空港における航空機と陸地との間の交通場所並びに  
貨物の積卸場所の指定について  

 
関税法第２４条第１項の規定による中部国際空港における本邦と外国と

の間を往来する航空機と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所を別

紙のとおり指定したので、関税法施行令第２２条第１項の規定により公告す

る。  
 

 
平成１７年２月１７日  

 
               中部空港税関支署長 市 川  正 助  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

最終改正 



 

 別紙 

交 通 場 所 及 び 積 卸 場 所 制    限 

交 

 

 

 

 

通 

 

 

 

 

場 

 

 

 

 

所 

１．中部国際空港第１旅客ターミナルビル（以下「国際線第１ビル」という。）

本館３階出国待合室から同ビルセンターピア及び南ウイングの各ゲートを

通り、外航機用スポット（注）に駐機する航空機に至る通路 

出国する旅客及

び乗組員の交通に

限る。 

２．中部国際空港第２旅客ターミナルビル（以下「国際線第２ビル」という。）

サテライト２階から同ビルサテライトの各ゲート又は昇降機を通り、外航

機用スポットに駐機する航空機に至る通路 

同   上 

３．国際線第２ビルのビジネスジェットターミナルから外航機用スポットに

駐機する航空機に至る通路 
同   上 

４.国際線第２ビルサテライト２階から同ビルサテライト１階クルー用出口

を通り、外航機用スポットに駐機する航空機に至る通路 

出国する乗組員

の交通に限る 

５－１．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第１ビルセンターピ

ア及び南ウイングの各ゲートを通り、同ビル本館２階国際線乗継検査室を

経て、同ビル本館３階出国待合室から同ビルセンターピア及び南ウイング

の各ゲートを通り、外航機用スポットに駐機する航空機に至る通路 

５－２．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第１ビルセンターピ

ア及び南ウイングの各ゲートを通り、同ビルセンターピアの１階到着バス

ゲートを経て、国際線第２ビルサテライト１階乗継カウンター脇のエプロ

ンから通ずる入口から、同ビルサテライト１階国際線乗継検査場を経て、

同ビルサテライト２階から各ゲート又は昇降機を通り、外航機用スポット

に駐機する航空機に至る通路 

通過する旅客及

び乗組員の交通に

限る。 

６－１．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第２ビルサテライト

及びコンコースの各ゲートを通り、同ビルサテライト１階国際線乗継検査

場を経て、同ビルサテライト２階から各ゲート又は昇降機を通り、外航機

用スポットに駐機する航空機に至る通路 

６－２．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第２ビルサテライト

及びコンコースの各ゲートを通り、同ビルサテライト１階乗継カウンター

脇のエプロンに通ずる出口から、国際線第１ビルセンターピア１階到着バ

スゲートを通り、同ビル本館２階国際線乗継検査場を経て、同ビル本館３

階出国待合室から同ビルセンターピア及び南ウイングの各ゲートを通り、

外航機用スポットに駐機する航空機に至る通路 

同   上 

７．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第１ビルセンターピア及

び南ウイングの各ゲートを通り、同ビル本館２階検疫ブース及び入国審査

ブースを経て、同ビル本館２階中部空港税関支署旅具検査場に至る通路 

入国する旅客及

び乗組員の交通に

限る。 

８．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第２ビルサテライト及び

コンコースの各ゲートを通り、同ビル本館１階検疫ブース及び入国審査ブ

ースを経て、同ビル本館１階中部空港税関支署旅具検査場に至る通路 

同   上 

９．外航機用スポットに駐機する航空機から国際線第２ビルのビジネスジェ

ットターミナルに至る通路 
同   上 

１０．国際線第１ビル南ウイング１階中部空港税関支署旅具取締部門取締本

部事務室脇のエプロンに通ずる出入口。ただし、外航機用スポットに駐機

する航空機との交通に限る。 

出入国又は通過

する旅客及び乗組

員以外の者の交通

に限る。 

別 紙 



１１．国際線第１ビル本館１階中部空港税関支署旅具取締部門第２監所事務

室前の出入口。ただし、外航機用スポットに駐機する航空機との交通に限

る。 

同   上 

１２．第１国際貨物上屋からエプロンに通ずる出入口。ただし、外航機用ス

ポットに駐機する航空機との交通に限る。 

貨物及び機用

品の積卸業務に

従事する者の交

通に限る。 

１３．第２国際貨物上屋からエプロンに通ずる出入口。ただし、外航機用ス

ポットに駐機する航空機との交通に限る。 
同   上 

１４．第３国際貨物上屋からエプロンに通ずる出入口。ただし、外航機用ス

ポットに駐機する航空機との交通に限る。 
同   上 

１５．機用品センターからエプロンに通ずる出入口。ただし、外航機用スポ

ットに駐機する航空機との交通に限る。  
同   上 

１６．機内食工場からエプロンに通ずる出入口。ただし、外航機用スポット

に駐機する航空機との交通に限る。 

機内食関係機用

品の積卸業務に従

事する者の交通に

限る。 

積 

卸 

場 

所 

外航機用スポット及びビジネスジェット格納庫  

（注）外航機用スポットとは、第１、第１０から第１２まで、第１４から第２５まで、第７１から 
第８０まで、第７２Ａ、第７４Ａ、第１０１から第１１９まで、第２０１から第２０６まで、 
第３０１から第３０６まで、第４０１から第４０３まで、第４０５から第４０８まで、第４００Ｄから

第４００Ｆまで、第５０１から第５０８まで、第５００Ａから第５００Ｆまで、第６０１Ｗ、 

第６０１Ｅ、Ｎ１からＮ６までの各スポットをいう。 

 


